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都区制度における一体性と財政調整制度 
―

 経路依存性からみる都市空間としての      

  一体性と三部経済制および都区財政調整制度 

―  

 

 

佐 藤 草 平 

 

 

 はじめに 

 

 本稿の目的は、東京都区制度（以下、「都区制度」という）が実態と乖離していること

を、一体性という用語の意味内容の整理を通して検証することである。その際に、主に都

区財政調整制度（以下、「都区財調」という）と三部経済制に焦点をあて論を進める。 

 2000年４月１日施行の改正地方自治法は、特別区を「基礎的な地方公共団体」と規定す

るなど、都区制度を大きく変えるものであった。しかしその後、特別区は積み残された課

題を主張し、一方、東京都はにわかに進められた道州制論議等に敏感な反応を示した。そ

こで、特別区は2003年10月に特別区制度調査会を、東京都は2005年９月に東京自治制度懇

談会を設置し、それぞれが直面する課題への対処法を議論する場とした。結果、前者は３

つ、後者は２つの報告書を発表する(１)。特別区制度調査会の最終報告は、「都の区」の

制度の廃止および「『行政の一体性』からの脱却」（特別区制度調査会 2007：９）を果

たして、都区制度に代わる新たなシステムを提示するものである。他方、東京自治制度懇

談会の報告は、大都市経営(２)という新しい概念を提示し、その運営主体を制度条件に即

して、東京都、道州あるいは基礎自治体（特別区またはその周辺区域を統合したもの）に

                                                                                 

(１) 特別区制度調査会の報告書は､『都区制度の改革 ― 新たに問われる「平成12年改革」― 』

（2005年１月)、『東京における新たな自治制度を目指して ― 都区制度の転換 ― 』(2005年

10月）および『｢都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』（2007年12月）、東京自

治制度懇談会のそれは､『議論のまとめ』(2006年11月）および『議論の整理』(2007年11月）

である。 

(２) 大都市経営とは、｢大都市の安全性、機能性及び快適性を維持向上させるという大都市全体

の利益のために、その地域の行政課題を総合的・一体的に解決することによって、集積のメ

リットを効果的に発揮し、集積のデメリットを効率的に解消していくこと｣（東京自治制度懇

談会 2006：９）と定義される。 
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担わせるとしたものである（図１参照)(３)。 

 本稿はこのうち、特に、特別区制度調査会において議論された「行政の一体性」に着目

することになる。研究手法としては、経路依存性モデルを採用し、その観点から一体性を

検証する。その際比較分析も用いるが、本稿でのそれは、複数の時代間のそれであり、他

の国家や地域とのものではない。 

 

         図１ 大都市の範囲のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出所：東京自治制度懇談会（2006：12－17）。 

     注：大都市経営の範囲は、Ｂラインの高度集積連たん区域とされ、その範

囲は、特別区および一部周辺市である。なお、その他の範囲のイメー

ジは、Ａラインは生活圏・経済圏、Ｃラインは業務機能特化区域、Ｄ

ラインはコア区域である（東京自治制度懇談会 2006：14－15）。 

 

                                                                                 

(３) なお、現在は、都区のあり方検討委員会、東京の自治のあり方研究会、特別区制度懇談会に

おいて、都区制度等に関する議論がなされている。 

ＣＣ
ＢＢ

ＡＡ

Ｄ
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 1. 「一体性」概念の分解と整理 

 

 都区制度における一体性という用語は、どのような意味内容をもっているのであろうか。

前提として、その用語が規定されている地方自治法第281条の２第１項をみてみたい。 

 

   都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、

第２条第５項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する

連絡調整に関する事務のほか、同条第３項本文において市町村が処理するものとされ

ている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一

性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認め

られる事務を処理するものとする。 

 

 本節では、「都区制度のマジックワード」（大杉 2007ｃ：293）ともいわれるこの用

語を、その意味内容において分解・整理し、その曖昧さを少しでも取り除いてみたい。 

 

(１) 行政の一体性および統一性 

   なぜ、特別区の存する区域には、行政の一体性および統一性が必要となるのであろ

うか。2000年法改正時の中央政府の解釈によれば、その理由は２つある。１つは、人

口数百万程度の社会的実態が一体性をもった区域であること、２つは、特別区民の意

向および共同体意識である（自治省 2000：191、194－195）。 

   前者は、指定都市制度との相違点ともされるが、現在の特別区の存する区域がこの

基準に適合するかどうかは、個別に立法判断が行われているわけではない。その根拠

は、従来の沿革に求められ、1943年の都制施行の際にその認定がなされたと解釈され

るとしている（自治省 2000：172－173）。 

   後者については、特別区民は、「特別区相互間の一体性の確保は重視すべき」との

立場であり、また、「各特別区の一員であるとともに、都の一員でもありたい」とい

う動向にあるためとしている（自治省 1990：42－44）。 

 

(２) 行政の一体性および統一性の分解 

   次に、一体性、統一性という用語の違いを明確にしたい。中央政府は、2000年法改
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正時の想定問答において、前者を「行政が……（中略）……一元的にまとめて行われ

る必要性」、後者を「同一の意思の下に同一内容の行政が行われる必要性」からそれ

ぞれ意味づけ、その具体的な事務として、前者は消防・上下水道などを、後者は伝染

病予防・保健所を通じた規制などをあげる（自治省 2000：209－210）。 

   また、松本（2009：1393）は、一体性を「事務の対象の不可分性」に求め、統一性

を事務の「効果・影響が全体に及ぶ蓋然性が高いため、全体を通して同一の基準・手

法などによる処理が求められる」性格であるとする。 

   これらから、この両者の相違は、事務の実施主体の数に求められる。つまり、一体

性については１つ、統一性については複数の主体が想定されるということである。 

  

(３) 行政の一体性の分解および整理 

   ここで、一体性という用語の分解を試みたい。なぜなら、1943年時と現在とでは、

その社会的実態が異なることは容易に想定され、また、特別区民の意向等を根拠とす

ることは国民主権の観点から首肯されるべきだが、83.3％の区民が、特別区と市町村

の制度上の違いがあることを、あまり知らない（46.7％）もしくは全く知らない

（36.6％）とした調査結果（南・清水 2009：146）があることからすると、政治あ

るいは行政責任の観点から、制度の経済制、効率性、有効性、実現可能性などを勘案

し、制度と実態との乖離等がある場合には、制度の改善を図る必要があるためである。

他に、都区制度が適用される区域がなぜ特別区の存する区域であるのかについての言

及はなく、所与のものとされていることも理由としてあげられる。 

   この一体性について、大杉（2007ｃ：294）は、３つの論理が重層された言説である

としている。それらは、①都市空間、②首都性、③財政調整としての一体性である(４)。

これらに加えて、ここでは④として大都市事務(５)としての一体性という観点を提起

したい。それは、現在東京都が担っている大都市事務を把握することは、それから統

一性による事務を除くと、現実に運用されている行政の一体性の範囲を明確化するこ

とと同義だからである。 

                                                                                 

(４) なお、本稿では②の首都性については、東京が首都であると規定した法令が存在しないこと、

および、そのことから特別区制度調査会においても首都性の議論を棄却したことから、論及の

対象にしないこととする。 

(５) ここで、大都市事務とは、地方自治法第281条の２第１項により特例的に東京都が処理する

事務のことである。 
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   それでは次節において、都市空間としての一体性がいつ決定的に発生したのかを考

察し、現在の特別区の存する区域の沿革についての理解を深めたい。 

 

 

 2. 都市空間としての一体性の沿革 

 

 特別区の存する区域の都市空間としての一体性は、どのような変遷を辿って今に至って

いるのであろうか。特別区制度調査会は、その起源を1922年の東京都市計画区域の決定に

あるとしているが、ここでは、それよりも遡って考察をしていきたい（特別区制度調査会 

2007：３）。また、東京府の区域をその大きな変更に応じて、それぞれ第１次、第２次、

第３次東京府と表現する（図２参照)(６)。 

 

図２ 東京府および東京市の区域の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：梅田（2004）ｐ.69より作成。 

 

                                                                                 

(６) この表現方法は、梅田（2004）に準じたものである。 

第２次東京府
＝新東京市

第１次
東京府

第３次東京府
＝東京都

旧東京市

1936.10.1
北多摩郡千歳村、
砧村を世田谷区に
編入
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(１) 東京府、東京市および区の区域の沿革 

   1868年７月17日に東京府は設立されたが、その際の府域は、北は巣鴨・駒込、東は

本所・深川、南は品川・高輪、西は四谷・牛込などに囲まれた範囲であった（田中 

1972：133、高橋 2008：176）。これは、南北町奉公所が管轄していた朱引内の区域

であった。その後、同年11月には、３人の武蔵知県事から荏原・豊島・葛飾各郡のう

ち百数十ヶ村が東京府に移管され、これを第１次東京府の区域とする（東京都公文書

館 2003：156）。 

   第２次東京府の区域は、廃藩置県によるその拡張により成立する。1871年７月の廃

藩置県により、同年11月13日に東京府はいったん廃止され、新たな東京府が設置され

た。その東京府は、1872年までに周辺県より約200町村を編入しその区域を拡げた

（東京府 1935：580－612、東京都公文書館 2003：160）。その後も小さな管轄地

の移動は頻繁にあったが、その区域は、ほぼ現在の特別区の存する区域と等しいもの

であった（田中 1972：135、特別区協議会 2010：５)(７)。 

   第３次東京府の区域は、1893年４月１日の北多摩・西多摩・南多摩の多摩地域の東

京府移管により成立する。この移管の理由は、政治力学によるという説もあるが、一

般には水源管理の必要性からとされる（東京府 1935：569、和歌森 1972：144、源

川 2007：17）。これにより、現在の東京都の区域がほぼ確定する（田中 1972：

136、東京都公文書館 2003：161）。 

   次に、東京市および区の区域の沿革であるが、まず、大区小区制を経て1878年の郡

区町村編制法により15の区が設置される（図３参照）。その後、市制町村制により

1889年に15区の区域をもって東京市が設置される。東京市は、1898年の市制特例廃止

を経て、1932年の大合併によりその区域を拡げる。その区域は、1936年の千歳村およ

び砧村編入により、現在の特別区の存する区域と等しくなり、また、区については20

区が新設され35区となった。 

 

 

 

 

 

                                                                                 

(７) なお、島嶼部については、伊豆七島が1878年２月に静岡県から、小笠原島が1880年10月に内

務省からそれぞれ移管されている（田中 1972：136）。 
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図３ 「大東京市」成立前後の特別区の存する区域の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：正井（2003）ｐ.79より作成。 

注：1.麹町区、2.神田区、3.日本橋区、4.京橋区、5.芝区、6.麻布区、7.赤坂区、8.四谷区、 

  9.牛込区、10.小石川区、11.本郷区、12.下谷区、13.浅草区、14.本所区、15.深川区 

 

(２) 都市空間としての一体性の起源 

   先にも述べたが、特別区調査会は、行政の一体性の起源を1922年の東京都市計画区

域の決定にあるとした。はじめに、その東京都市計画区域の策定過程について概観し

たい。 

   東京都市計画区域は、1919年公布の都市計画法（1920年施行）に基づくものであり、

その下地は1917年に設置された東京市内外交通調査会で検討が進められた「大東京」

概念にある（梅田 2004：86－89）。この東京都市計画区域は、東京駅前から半径４

里（約10マイル）の円を描いたものであり、それは、１時間以内に移動可能な商圏と

いう考え方であった（内務省都市計画局 1988：42、図４参照）。 

   しかし、この範囲のうち、その実質的な対象区域は東京府内に限定された。その理

由は、①「天然ノ区画タル河川ノ位置」、②「計画事業施行ノ便益」の２つであった

（内務省都市計画局 1988：42）。後者は、都市計画区域の検討を担う都市計画地方

委員会が、府県単位で置かれたことに由来する（梅田 2004：89）。また、この都市

計画区域は、東京府域内に限定すると第２次東京府の区域内にほぼ収まっている。こ

こから、第２次東京府の区域に特別区の存する区域の都市空間としての一体性の起源 
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図４ 東京都市計画区域（1922年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：内務省都市計画局（1988）pp.44－45。 

 

  があると推察できる。 

   では次に、その第２次東京府の区域の成り立ちを概観したい。その決定要因は主に

３つある。１つは廃藩置県による東京府施行、２つは首都防衛、３つは庁舎までの距

離である。 

   第１の廃藩置県については先述したが、これは、全国一律の府県制度であって特段

首都や大都市に特例を設けなかったという特徴がある（梅田 2004：71）。加えて、

東京府域の場合は、地理的条件と区域調整の観点から決定され、他県と比べ従来から

のつながり等はなかったという問題があった（亀卦川 1964：43）。第２の首都防衛
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は、東京都市計画区域の際と同じく、府県境に位置する河川からのものである。特に

西の境の多摩川は、横浜開港により設定された「外国人遊歩区域」の境であり、また

東の境の江戸川は、府県域設定の際に重視された古代の国政の観点からも相応しいも

のであった（梅田 2004：73）。第３の庁舎までの距離とは、特に、東京府庁と神奈

川県庁までの距離に由来するものである。例をあげると、現在の中野区、杉並区にあ

たる当時神奈川県中野村等の31村は、県庁までは10里、東京府庁までは２、３里で

あって、住民からの嘆願により、東京府へ移管されたというものがある（田中 

1972：135、東京府 1935：569）。 

   これらから、第２次東京府の区域は、庁舎までの距離という要因もあったが、基本

的には社会的経済的な一体性を重視したというよりも、人為的に決定されたもので

あったことがわかる。つまり、特別区の存する区域の都市空間としての一体性は、そ

の沿革を考察すると、人為的に決定された側面が強い廃藩置県後の第２次東京府の区

域に起源があったと推察できる。 

 

 

 3. 財政調整としての一体性 

    ― 三部経済制と都区財政調整制度 ― 

 

 ここでは、財政調整としての一体性の考察をしたい。都区制度においてこの事象を取り

上げる場合、通常は都区財調を検証することになるが、それに加えて明治期から昭和初頭

まで適用されていた三部経済制もその対象とする。なぜなら、三部経済制を一体性論議の

俎上に載せて考察した研究は今まで見られず、また、東京府時代の財政調整の実際も把握

することができるためである(８)。 

 

(１) 三部経済制とは何か 

   三部経済制とは、府県財政を郡部・市（区）部・連帯経済に分け、それに応じて府

県会を郡部選出議員からなる郡部会、市（区）部選出議員からなる市（区）部会に分

け、連帯経済に関してはその受益に応じて市（区）・郡の負担割合を府会が議決する

                                                                                 

(８) ただし、亀卦川（1964）は、東京府の一体性という観点を意識して三部経済制を検証してい

ると読める。また、高木（1989）は、府県の行財政と大都市の自治体の関係を論じる際に、三

部経済制について１つ項を起して触れている。 
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という仕組みである（亀卦川 1964：41、高木 1989：19、高寄 2006：54)(９)。ま

た、市部会・郡部会の議決事件の分別は、府会において議決され、その残りが連帯経

済の対象となった（東京市臨時市域拡張部 1932：７)(10)。この制度は、1879年に東

京府に適用されてから1940年に愛知県・兵庫県で廃止されるまで大都市に特例的に適

用されていた。この大都市とは、３府（東京・大阪・京都）４県（神奈川・兵庫・愛

知・広島）のことである（金澤 1981ａ：18、高橋 1966：１など）。 

   三部経済制が設けられた理由は、府県行政の運営の一体性の担保にあった（亀卦川 

1964：41）。大都市が所在した府県は、都市部と農村部の財政格差が著しかったため

に、財政調整制度を必要としたのである。 

   さて、ここからは、東京府における三部経済制の運用実態を概観したい。はじめに、

どのような経済費目があったのかを例をあげてみていきたい。 

   まずは、三部経済制の初期から、1881年度の区部経済および郡部経済の費目・細目

を例示する（表１参照）。それを見ると、警察費や土木費の細目数の多寡、あるいは

区部のみに瓦斯街燈費の予算が組まれていることなどから、それぞれの行政需要に応

じた予算が計上されていることがわかる。次に、1893年度の連帯経済の費目とその負

担割合を例示する（表２参照）。連帯経済についても、大半の費目において市の方が

その負担割合が大きいことから、財政調整がなされていることがわかる。最後に、市

部と郡部の負担額を把握するために、1897年度の東京府地方税収支をみてみたい（表

３参照）。金額ベースでみても、市部の負担額は郡部のそれに比べて、歳入・歳出と

もに約２倍であり、併せて先程みたように連帯経済部の負担割合は市部の方が大きい

ことを勘案すると、財政調整が果たされていることがわかる。 

   しかし、その財政調整の程度は、一戸当たりの所得から比較すると、市部の税負担

が相対的に軽減されるものでもあった（高橋 1966：30－31）。ただし、東京府の場

合は、経済力や受益関係を考慮した複雑な算定方式をとっており、他府県に比べると

その市部・郡部間の格差是正の効果は高かった（高橋 1968：31－32、37－38）。 

   このように運営されてきた三部経済制であったが、徐々に廃止の趨勢となり、東京

府においては、1928年に「三部経済制度撤廃実施に関する調査委員会」が設立され、 

                                                                                 

(９) 「市（区）」と表記したのは、市制町村制施行までの期間は市部経済ではなく区部経済で

あったためだが、以下では「（区）」を省略した表記により同義とする。 

(10) なお、府会による市部会・郡部会の分別の議決は、内務卿の許可事項であった（東京市臨時

市域拡張部 1932：７）。 
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表１ 1881年度の区部および郡部の地方税支出予算費目 

 
区    部 郡    部 

費  目 細   目 費  目 細   目 

警 察 費 

消防費、諸傭給、諸手数料・

賞与・死傷手当・祭費・備品

等、被服費、消耗品費・通信

運搬費・賄費・厩費・雑費・

修繕費、４大橋水防費 

警 察 費 千住大橋水防費 

土 木 費 

道路修築費、並木植継費、木

柵修繕費、溝渠修繕費、橋梁

修築費、共同物揚場修繕費、

共同物揚場河並板修繕費 

土 木 費 
治水費、道路修築費、橋梁修

築費、木柵新設費 

府会議諸費 区部会費、区部常置委員会費 府会議諸費 郡部会費、郡部常置委員会費 

教 育 費 庶民夜学校費、商法講習所費 郡役所建築修繕費 郡役所修繕費 

区役所修繕費  
郡吏員給料旅費

及庁中諸費 
給料、給与、旅費、庁費 

区吏員給料旅費

及庁中諸費 
 救 育 費 棄児費、施療諸費 

救 育 費 棄児費、施療諸費 衛 生 費 郡医手当、施療費 

衛 生 費 区医手当 諸達書及掲示諸費  

管内限諸達書及

掲示諸費 
 勧 業 費 種物交換費 

地方税取扱費  
戸長以下給料及戸

長職務取扱諸費 
給料、給与、旅費、需用費 

瓦斯街燈費  地方税取扱費  

予 備 費  予 備 費 地方税、国庫下渡金、寄附金 

前年度補充費    

高橋架換費 予算決議高   

翌年度において

支弁の積 
地方税支弁、国庫下渡金   

出所：東京府（1930ａ）pp.153－159、191－197より作成。 

 

  ４年後の1932年10月１日、東京市の区域拡張と相まって廃止になった（東京市 

1934：477）。廃止事由は、一般には、①社会的経済的条件の変化による市・郡財政

を区別する理由の消滅、②市郡間の負担の不公平さ、③行政サービスや施設の不統一

による事務の遂行の非効率、④市郡間の対立関係の激化、⑤大都市の市域拡張に伴う

府県財政への影響、⑥市部郡部間の議員定数の乖離、とされる（東京市臨時拡張部 

1932：12－13）。他に、東京府および大阪府の場合は、大資本の利益が一致したこと

もあった（高橋 1968：49）。東京府の場合、東京市に隣接する５郡の社会的経済的 
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     表２ 1893年度の連帯経済費目と負担割合 

 
費    目 市 郡 割 合 

警察費 

（留置所諸費警察機密費） 
  10：１ 

巡査教習所費  5.5：１ 

警察庁舎建築修繕費 

（巡査教習所費） 
 5.5：１ 

市郡ニ接続スル橋梁架換修繕費   ５：１ 

堤防修繕費 

（荒川・多摩川・江戸川・中川・綾瀬川・新川）
  ２：３ 

府会議諸費  2.8：１ 

衛生費   99：１ 

伝染病予防費 

（消毒所費、伝染病室経費、伝染病院保存費） 
 5.3：１ 

尋常師範学校費  1.6：１ 

尋常中学校費 33.5：１ 

巣鴨病院費  6.1：１ 

処刑満期釈放人救護費   10：１ 

難破船諸費   ５：１ 

１府６県連合共進会費  0.6：１ 

地方税取扱費  7.1：１ 

府庁舎建築修繕費   ５：１ 

監獄費   10：１ 

監獄建築修繕費   10：１ 

      出所：東京府（1930ｂ）pp.138－140より作成。 

 

  実態が、東京市と異ならなくなったことが大きな事由であった。このことは、連帯経

費の増加と各部固有経費の減少にもつながった（亀卦川 1964：51）しかし、実際は、

市部の社会的経済的実態の進展は、隣接５郡のそれをはるかに凌ぐものであり、また、

連帯経費の増加による金額の変動は小さかった（亀卦川 1964：52－53）。市郡間の

負担の不公平さについては、市部郡部への議決事件の分別方法および連帯経費の負担

割合の改正には、1899年改正府県制による勅令で、議員定数の４/５以上の出席を要

するとされたため定着したのであった（高橋 1968：22－23）。 

   このように、三部経済制は東京府において運用されてきたが、以上を踏まえて次項

では、東京府における三部経済制と財政調整としての一体性の関係について考察を進

めたい。 
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表３ 1897年度の東京府の地方税収支 

 
歳   出 歳   入 

   単位：円    単位：円 

費 目 連 帯 市 部 郡 部 区 分 連 帯 市 部 郡 部 

警 察 費 41,161 623,985 123,384 地租附加税 ― 68,425 163,915 

警察庁舎建築

修繕費 
175 15,607 11,052 営 業 税 ― 42,193 10,728 

土 木 費 175,642 ― 105,581 雑 種 税 ― 191,608 80,359 

町村土木補助費 ― ― 14,260 家 屋 税 ― 198,590 ― 

府会議諸費 2,762 3,168 5,204 営業税附加税 ― 73,383 10,884 

衛生及病院費 2,254 14,606 38,314 戸 数 割 ― ― 134,832 

教 育 費 38,872 ― ― 雑 収 入 127,422 103,141 54,386 

郡庁舎建築修

繕費 
― ― 1,406 前々年度繰越金 ― 13,330 2,862 

郡吏員費及庁

中諸費 
― ― 24,360 前年度繰越金 ― 94,188 29,485 

救 育 費 38,433 ― 1,653 国庫下渡金 16,535 241,809 51,090 

諸達書及掲示

諸費 
660 ― 522

囚徒費国庫下

渡金 
131 ― ― 

勧 業 費 2,646 10 2,062 寄 附 金 275 ― ― 

地方税取扱費 600 46 8,346
伝染病院郡部所

属分割受領金 
― ― 13,163 

府庁建築修繕費 1,517 ― ― 合  計 144,363 1,026,667 551,704 

監 獄 費 280,587 ― ―    

監獄建築修繕費 12,083 ― ―    

町村警備補助費 ― ― 110    

雑 支 出 ― 1 ―    

衆議院議員選

挙費 
― 113 377    

教育補助費 4,000 ― ―    

合  計 601,392 657,536 336,631    

出所：東京都財政史研究会（1969ａ）ｐ.393、ｐ.397より作成。 

 

(２) 三部経済制と財政調整としての一体性 

   はじめに、三部経済制発足時の財政調整としての一体性についてみていきたい。先

にも述べたように、三部経済制の目的は府県行政の運営の一体性の担保にあったが、

反面、15区の区域には当初から一体性があった（東京府 1930ａ：17－18）。その理

由は、江戸時代の朱引内であったことに加え、1791年に設けられた「七分積金」によ

る所が大きい（亀卦川 1964：43、高橋 1966：22－23）。「七分積金」とは、江戸
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の町費節約を契機に発足し、非常事態への担保、家屋抵当の貸し付け、一般窮民の救

助、孤児の養育事業などを担った財政制度であった（石塚 1972：249－250）。原資

については、町費支出の節約を図った上で、その一部を積立てることにより捻出され

た（東京都財政史研究会 1969ａ：40－41）。 

   この積金は、東京開府と同時に府へ移管され、府会の区部議員を構成員とする「15

区共有金処分会議」による管理を経て、三部経済制へとつながった（高橋 1966：

22）。このように、15区の区域には、江戸時代より財政調整としての一体性があった

ことがわかる。 

   次に、東京府における三部経済制と一体性の関係についてみていきたい。三部経済

制は、東京府における一体的な行政運営に寄与したが、この制度は、社会的経済的な

一体性が存在しないために設けられたのであった。しかし、時を経て、隣接５郡は社

会的経済的な進展を果たし、また、府全体としても一体感が熟成されていった（亀卦

川 1964：53）。このことは、「三部経済制度撤廃実施に関する調査委員会」の設置

理由にも示されている。それは、「府内における文化の普及と経済状態の推移は三部

経済制度設定当時と隔世の感あり」（東京市 1934：477）としたものである。結果、

先に見たように三部経済制は廃止にいたる。つまり、三部経済制は、東京府域に社会

的経済的な一体性が醸成されたことにより、一体性の担保という役割を担う必要がな

くなったのである。 

   このことは、通常の府県制のもとで、東京府に市郡間の財政調整機能を埋め込むこ

とを意味する。これは、東京市に特別市制を敷いた場合とは正反対のことである（高

木 1989：20）。同時に、東京市は区域を拡張し大東京市になり、特別区の存する区

域の一体性がさらに熟成されていくことになる。 

 

(３) 都区財政調整制度のはじまり 

   東京府時代の財政調整制度が三部経済制なら、東京都時代のそれは都区財調である。

現行の都区財調は、概略を説明すると、固定資産税、法人住民税および特別土地保有

税の３税（以下、「調整３税」という）を都税とし、それを財政調整の原資として特

別区と東京都に配分する制度である。ここでは、都区財調の成立までの過程を考察し、

その起源を探ってみたい。 

   東京都制施行（1943年７月１日）時には、まだ財政調整制度はなかった。それは、

当時の区は法人区とされたが、東京都が基礎的地方公共団体として構成されたため
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（東京都制第５条）、区には自治立法権、自治財政権もなく、実質的には従前の東京

市と区の関係または一般の市町村と財産区（市制第７章、町村制第６章）との関係に

準ずる性格であったからである（高木 1966：32）。そもそも東京都制は、戦争遂行

という特殊条件の下に、帝都行政の一元化と合理的運営のために創設された制度で

あった（東京都財政史研究会 1970：90、成田 1984：６）。 

   都区の財政調整制度は、東京都制の一部を改正する法律（1946年10月５日施行）に

よってはじめて規定された。それは、「都ハ区ノ財政調整上必要アルトキハ区ニ交付

金ヲ交付スルコトヲ得」（法第157条の６）であった。他の主な改正内容には、①区

民の概念およびその権利義務の規定（法第142条の２）、②区条例及び区規則の制定

権の付与（法第143条）、③区長の公選制（法第151条の２）、④都条例による課税権

の付与（法第157条の３、地方税法及び地方分与税法の一部を改正する法律第85条の

11および12）、⑤起債権の付与（法第157条の５）などであった。 

   区に関するこの改正の趣旨について、大村清一内務大臣は、第90回帝国議会本会議

（1946年７月５日）において以下の通り述べている。 

 

     東京都の区につきましては、東京都の一体制を害しない限りにおきまして、こ

れに最大限度の自治権を与え、その自治的発達を促進致しますことは、延いては

都制全般の進展に寄与するものと考えまして所要の改正を行ったのであります

（東京都議会議会局法制部 1960：41)(11)。 

 

   このように、この改正は区に自治権を与えるという趣旨をもったが、それは、東京

都の一体制を害しない限りにおいてとされた。この観点から、区の財政自治権は以下

のような論拠により制約されることとなった。 

 

     区は……（中略）……その自主的活動も都の有機的一体性を破壊するがごとき

ものであつてはならないのであり、……（中略）……財政自主権の具体的内容、

例えば課税権につき如何なる税目に関し如何なる税率によってこれをなすかは区

自身の認定に委さずもっぱら都が全体的立場から適当なる調整を加えるため統制

を加える（内務省地方局 1947：1314）。 

                                                                                 

(11) 本稿では、旧字表記を避け現代表記にあらためる。なお、ここでは、一体制の「制」は、こ

の表記であったことを注記しておく。 
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   このように、区の自主課税権は認められず、それは東京都が担うものとされた。次

に、財政調整制度としての交付金の趣旨についてみてみたい。郡祐一内務事務官（当

時）は貴族院における東京都制の一部を改正する法律案外３件に関する特別委員会

（1946年９月18日）において、以下の通り述べている。 

 

     この度は区税なり、その他の税外収入を第一次的な財源と致し、それが足りま

せぬ場合に、区によりまして財政力に相当の隔たりがございますから、財政調整

的な意味合いにおきまして、都から交付金を交付致し、これを第二次的な収入に

致すという規定に財務については建前を取っている次第でございます（東京都議

会議会局法制部 1960：229）。 

 

   この趣旨は、区の独自財源が不足する場合および区ごとの財政力の格差があること

を根拠に都が財源を交付するとしているが、その交付金の使途は限定されていた。郡

は、同じく貴族院東京都制の一部を改正する法律案外３件に関する特別委員会（1946

年９月11日）において以下の通り述べる。 

 

     東京都から交付致しまする交付金、これは必ずしも財政調整的な意味合いでは

ございませぬで、町内会長等に対しまする給与を区が致すといふことに相成って

おります。これは区と町内会長との繋りをつけますためには好ましいことであり

ますので、其の財源は区自身で調達致しますといふとかなり厖大な経費になりま

す。従いまして負担の関係については都において実質は負担し、財源を区に交付

して、区から給与を支払うというような形に致します意味合いの交付金を、特に

都と区との関係では置きたいと考えております（東京都議会議会局法制部 

1960：219)。 

 

   この答弁から、46年改正法の都制では、規定において財政調整という文言を用いて

いるが、実際は財政調整のために区に交付金を配分するというよりも、町内会との関

係性の保持をその目的としていたことがわかる。したがって、現在の都区財調とは性

質を異にするものであった。 

   以上にみた都制は、1947年５月３日施行の地方自治法において新しく生まれ変わり、

特別区は基礎自治体となった。しかし、それにもかかわらず、特別区の自主課税権に
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ついては従前のままとされた。また、財政調整制度については、直接法律には規定さ

れず東京都特別区配布税条例（1947年４月１日施行）により定められた。なぜなら、

地方自治法において、「都は、条例で特別区について必要な規定を設けることができ

る」（法第282条）とされたためである。 

   ここで、配布税方式とは、「都が課税する営業税・都民税法人分・大都市配布税を

財源として、各区の課税力・財政需要・その他特別の事情などのそれぞれにより配布

基準を定めて、区に財源を与える方式」（鈴木 1972：503）のことである。これは、

国の地方配布税制度にならったものである。その詳細は、次の通りである。調整基本

額は、営業税の50％、都民税法人分の40％、大都市配布税の100％の合算額であり

（条例第２条）、配布分与の算定方式は、第１種配布額は「（標準単位税額－当該特

別区単位税額)(12)×当該特別区人口」、第２種配布額は特別区の割増人口に按分する

方式をとり、それぞれ総額の47.5％、第３種配布額は特別の事情がある特別区に総額

の５％を配布するというものであった（条例第５条から第９条)(13)。 

   では、地方自治法第282条を置いた意図はどこにあったのだろうか。それについて

は、鈴木俊一内務事務官（当時）が、第92回帝国議会の地方自治法案に関する特別委

員会（1947年３月24日）において、以下の通り述べている。 

 

     （特別区を）全く他府県の市と同格のものにしてしまって行きますと、これは

都の統一性、一体性というものを保持することが困難でございます。……（中

略）……都としては特にこの282条に、……（中略）……規定を置きまして、都

が統一を保持するために必要な事項につきましては、その組織についてもまたそ

の権能についても、適当な調整を取ることができるように根拠規定をおいてござ

                                                                                 

(12) 標準単位税額及び当該特別区単位税額の算定方法は、次の通りである（東京都議会議会局法

制部1951：1148）。 

           全特別区地租附加税額＋家屋税附加税額＋特別区民税額＋配布税総額 

                        全特別区人口              

              当該特別区地租附加税額＋家屋税附加税額＋特別区民税額 

                        当該特別区人口           

(13) 特別の事情がある場合とは、次の通りである。①災害（戦時災害を含む。以下同じ）応急及

び復旧費が多額のこと、②小学児童数の人口に対する比率が著しく高いことおよび小学児童数

の増加が著しいこと、③人口の増加が著しいこと、④人口の密度が希薄であること、⑤家屋税

の災害減収額が多額であること、⑥災害による人口の減少が著しいこと、⑦独立税額（特別区

民税を除く）が過少であること、⑧その他特別区の事情あること、である（東京都議会議会局

法制部 1951：1149）。 

標準単位税額＝

当該特別区単位税額＝



 

－ 84 － 

●
－自治総研通巻388号 2011年２月号－●

 

います（東京都議会議会局法制部 1960：539）。 

 

   また、内務大臣答弁資料においては、以下の通り解釈が示されている。 

 

     都の区は22区密接連携し、相互に相関渉する事項がすこぶる多く、22区に区域

をもって従来東京市を構成し、相和して一体をなし、各種の事業及び施設の経営

は、むしろこれを統一して行うべき必要の存するものも少なくないことは言を俟

たない（東京都議会議会局法制部 1960：592）。 

 

   このような観点から配布税方式による財政調整制度は規定されたが、その運用にお

いてはいくつかの問題もあった。それらは、例えば、この方式が各区の財源不足額を

算定し補充する性質ではなかったことや配布税の総額に枠がはめられていたことなど

である（大川 1978：37）。このように、この方式は財源保障機能に劣る面があった。

しかし、ここに都区制度における財政調整制度が端を発したのである(14)。 

 

(４) 都区財政調整制度の現在 

   ここからは、現在都区財調がどのように運用され、それが特別区、東京都、国、都

内市町村にどのような効果をもたらしているのかを順を追って考察していきたい。 

   まずは、特別区の歳入決算額の推移をみてみよう（図５、図６参照）。特別区の歳

入の構成をみると、特別区財政調整交付金（以下、「財調交付金」という）の占める

割合が大きいことに気づく。特に2000年度以降は、その割合が特別区税のそれを上

回っている年度もある。この主な要因は、2000年の地方自治法改正により調整３税の

特別区への配分率が、44％から52％になったことにある。その配分率は、2007年度に

は、三位一体改革（２％）と東京都の補助金廃止（１％）により55％となった（志賀 

2007：17－18）。しかし、2009年度には、財調交付金の割合は特別区税のそれを下回

ることとなった。これは、景気の変動を受けやすい法人住民税が、都区財調の原資だ

からである。 

 

 

                                                                                 

(14) なお、現行制度のように、基準財政需要額と基準財政収入額の差額を補填するという方式を

とったのは、1950年に納付金方式を採用してからである（特別区長会事務局 2002：492）。 
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 図５ 特別区歳入決算額の推移 

                                    （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出所：東京都総務局行政部区政課（1986～2008）『特別区決算状況』（各年度）および東京都 

        総務局（2010）『平成21年度 東京都特別区普通会計決算の概要』より作成。 

 

 

 図６ 特別区歳入構成比の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   出所：東京都総務局行政部区政課（1986～2008）『特別区決算状況』（各年度）および東京都 

         総務局（2010）『平成21年度 東京都特別区普通会計決算の概要』より作成。 
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   また、各特別区について検証すると、都区財調に依存する区とそうでない区に分け

られる（図７、図８参照）。例えば2008年度決算の場合、荒川区、足立区、墨田区、

江戸川区は、歳入に占める財調交付金の割合が40％を超える一方、渋谷区や港区のそ

れは10％に満たない。このように、特別区はそれぞれの財政構造が相当に異なってい

る。制度趣旨からすると、偏在する税源を平準化する財政調整機能および一体性・統

一性の確保の観点から行政水準の均衡化を図るための財源保障機能の結果と説明でき

る。また、歴史的経緯からすると、周辺区が特別区税の伸びを欠くのは、東京都の内

部団体時代に引き受けた都営住宅等の相互分担事務にあるとも説明できる。 

   このように、都区財調は、財政調整機能と財源保障機能を備えた制度であることは

確かだが、反面、この制度は税源が集中する都心区にさらに需要を付加する役割も果

たしている。それは、財政需要額の算定式にあらわれるが、例えば図書館費の場合、

補正係数として段階補正が設けられ、規模が大きい区のそれを１だとすると、小さな

区のそれは４とされていた（菅原 2007：23）。 

   他には、都区財調の基準財政需要額は、地方交付税制度のそれよりも高く算定され 

 

 図７ 2008年度特別区歳入構成比 

                                    （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出所：東京都総務局行政部区政課（2009）『平成20年度特別区決算状況』より作成。 
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 図８ 歳入に占める財調交付金および特別区税の比率（2008年度普通会計決算） 

                                      （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出所：東京都総務局行政部区政課（2009）『平成20年度特別区決算状況』より作成。 

 

  るという特別区にとっての利点もある（井上 2002：137）。 

   次に、東京都と都区財調の関係について考察してみたい。東京都にこの制度が適用

されるのは、都が大都市事務を処理するためであるが、この大都市事務の定義づけは

されていない。したがって、調整３税の45％分が、大都市事務の処理に必要な財源に

相当するのかは不明である（大杉 2005ａ：38）。この点について、東京都は、例え

ば2005年度の都の市町村財源は約１兆円であるが実際の大都市事務の財政規模は約１

兆2,000億円であるとする一方、特別区側は、その規模は約6,800億円であるとし、こ
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況割、②経営努力割、③まちづくり振興割、④特別事情割を配分項目とした交付金が

東京都から支出されている。これは、もともと1961年度に設けられた振興交付金と

1980年度に設けられた調整交付金が、2006年度から統合され設けられたものである

（東京都総務局行政部 2010：488－492）。この2010年度の予算額は435億円であり、

創設以来増え続けている（図９参照）。 

   最後に、国と都区財調の関係についてみてみたい。現在の地方交付税制度では、東

京都と特別区の基準財政需要額および基準財政収入額は合算されるという都区合算規

定が置かれている（地方交付税法第21条第１項）。この規定により、東京都と特別区

は、「恒久的・制度的不交付団体」（金井 2006：153）となる。例えば、2010年度

の普通交付税の算定では、制度発足以来はじめて道府県分が財源不足となったが、大

都市分の財源超過により東京都は不交付団体となり、また過去にはその逆のことも起

きていた（都財政問題研究会 2007：87)(15)。 

   このような状況の中、試みに、都区財調と都区合算規定を廃して、各特別区に地方 

 

 図９ 総合交付金の予算状況 

                                    （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 出所：東京都総務局行政部（2010）『東京都市町村年報2009』ｐ.492および東京都財務局主計 

        部財政課（2010）『平成22年度 東京都予算案の概要』ｐ.40より作成。 

                                                                                 

(15) なお、特別区および東京都は、大都市事務の補正係数の設定が極めて不十分であるとしてい

る（特別区長会 2007：２、都財政問題研究会 2007：89－90）。 
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  交付税制度を適用するとどうなるのだろうか。その結果は、1999年度、2000年度、

2005年度決算のいずれにおいても12区(16)が交付団体になるというものである（板橋

区地方自治制度研究会会議録（第３回） 2009：12(17)、井上 2002：137）。これは、

都区財調によって地方交付税の支出総額が抑制されていることを意味し、国にとって

の利点となっている。 

   他の国の利点としては、東京都が、警視庁や東京消防庁のように全国的な行政サー

ビスという観点から事業を展開している組織や事業を所管していることがある（金井 

2006：153）。国は、これらの行政サービスのコストの負担を免れているのである。 

 

(５) 都区財政調整制度と財政調整としての一体性 

   1947年に配布税方式による財政調整制度が設けられた際、その根拠は、一体性・統

一性の保持にあった。当時の特別区は、税源の分布や財政需要を著しく異にしていた

（鈴木 1972：502、東京都財政史研究会 1970：271)。その要因は、戦災被害の大

小、その後の人口変動、地方税制などにあり、富裕区と貧弱区に階層化された（鈴木 

1972：503)。具体的には、1949年度の区民１人当たりの税収を例にあげると、千代田

区が最も高く1,033円、江戸川区が最も低く198円という状況であった（大川 1978：

39)。このような状況を是正するためにも、財政調整制度は必要とされたのである。 

   このように始まった都区財調であるが、現在のそれは、特別区、東京都、三多摩地

域、国のそれぞれに利益をもたらしていた。しかし、それは、大都市事務の定義が不

明確な上、それ以外の事務にも支出されているためであった。これは、都区財調が、

制度趣旨にそぐわない運用をされていることを意味する。ただし、反対解釈をしてみ

ると、制度が実態に合っていないともいえる。なぜなら、現在の社会的経済的意味に

おける都市空間としての一体性は、１都３県あるいは茨城県および栃木県の一部にま

でまたがっているためである（大杉 2007：15、藻谷 2007：123－126）。これは、

法制度および行政区画としての都市空間の一体性が制約要因として働いているという

解釈である。 

   また、さらに視野を広げて、わが国の地方税財政制度の観点から都区財調をとらえ

                                                                                 

(16) 12区とは、墨田区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、

足立区、葛飾区、江戸川区である（井上 2002：137）。 

(17) 板橋区ホームページ（http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/015/attached/attach_15366_8.pdf）

2010年12月６日取得。 
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てみると、この制度の将来は不安定であるといえる。なぜなら、地方法人特別税が創

設されたように、国は東京都の法人税を狙っている上、これは地方交付税の税源であ

る消費税を地方法人２税と交換することを意識したものだからである（佐藤 2010：

16）。先に述べたように、都区財調は特別区、東京都、三多摩地域、国に利益をもた

らしているとはいえ、この観点から考えると、地方の財政状況が苦しい中、都心区か

らあがる莫大な税収を現在のように狭く利益配分することが果たして妥当なのか検討

の余地はあるだろう。 

 

 

 4. 都区制度への示唆と今後の課題 

 

 本稿の主な含意を羅列すると、以下の通りになる。それらは、第１に、現在の特別区の

存する区域の起源は廃藩置県後の1872年にあること、第２に、三部経済制の目的としての

東京府の一体性、第３に、都区財調の発足理由としての一体性、第４に、都区財調が各特

別区に歪な財政構造をもたらしていること、第５に、大都市事務の定義が不明確なこと、

第６に、調整３税の東京都分が府県事務にも支出されていること、である。これらから、

現行都区制度にどのような示唆を引き出すことができるだろうか。 

 まず、都市空間としての一体性が、制度趣旨および社会的経済的実態と乖離しているこ

とを指摘できる。それは、①都区制度において特別区の存する区域は所与のものとされ、

②その区域は、約140年前に主に人為的要因により決定されたものであり、また、③現在

のその一体性の範囲は、１都３県あるいはそれ以上に拡がっているためである。 

 次に、財政調整としての一体性が、同じく、制度趣旨および社会的経済的実態と乖離し

ていることを指摘できる。それは、上記３つの理由に加えて、調整３税の東京都分が府県

事務にも支出されているためである。これは、行政区画としての東京都の区域が制約要因

になっているからだと推察される。なぜなら、都税として徴収する税金は、都内に配分す

るしかないためである。これを、大都市事務としての一体性のあらわれと捉えることも可

能であろう。 

 残された課題は、この現状を乗り越えるための道筋を考えることである。現在、都区の

あり方検討委員会において、特別区と東京都が事務配分および区域のあり方に関する折衝

を行っている(18)。大都市事務を確定させるためにも、この議論を継続していくことは重 

                                                                                 

(18) 財源移譲についても、その検討対象になっている（志賀 2007：26）。 
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要である。また、特に財源移譲を検討する際には、社会的経済的実態の観点からその門戸

を広げて、三多摩地域や周辺各県をその対象に含めるべきであろう。その際には、現在組

織されている９都県市首脳会議のように、都市圏を意識した議論も一方では必要になる。

さらには、わが国の地方税財政制度とも密接に関わるため、国との関係、「『国』として

の東京都」（金井 2004：７－８）および首都性の観点も重要になるであろう。 

 三部経済制は、東京府に社会的経済的な一体性が醸成され廃止にいたった。現行の都区

制度がそのかたちを変える日は、そう遠くはないのかもしれない。 

（さとう そうへい (社)東京自治研究センター研究員） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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